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１ヶ月あたりの費用の目安

看護小規模多機能居宅介護介

護

サ
!

ビ

ス

自己負担額

12,858円

　　　ひなたぼっこ水道町17,990円
25,289円

28,682円

32,444円

いつでも見学できますのでお気軽にお寄りください。
事業所番号　　　　2294201492

〒420-0008　静岡市葵区水道町１５９－２

   　ＴＥＬ    ０５４－２６９－６００１

　　ＦＡＸ　　０５４－２６９－６００６

※利用開始から３０日間または、３０日を超え

る入院後の利用再開時は初期加算３１円／

日が加算となります。

※認知症日常生活自立度がⅡの場合は

４７５円／月、認知症日常生活自立度Ⅲは７

８５円／月の加算となります。

※その他マネジメント加算・訪問強化加算・

サービス提供体制強化加算・緊急時対応加

算・ターミナル加算 等の加算があります。

※月途中での契約の場合、利用開始日より

日割計算となります。

朝食４００円

昼食７００円

夕食７００円

おやつ１２０円

１日

１９２０円

宿泊費
２,０００円

おむつ代

理美容代

ご挨拶

看護小規模多機能 ひなたぼっこ水道町は
一人ひとりに合った支援をしていく為に、
ご本人の本当の思いや望みをくみ取ること
が大切だと考えています。
介護が必要になっても、安心できる環境の
中で、これまで築き上げてきた家族や地域
社会との関係を断ち切ることなく暮らし続
けることを大切にします。

誰もが年をとって介護が必要になっても、住み慣れた

の

い人生を送りたいと望んでいます。小規模看護多機能型居

宅介護は、そうした在宅での生活を送り続けたいという高齢

者や家族の願いに応えます。

地域での暮らしは、地域の皆さんの支え合いなしには成り

立ちません。地域のいろんな人や様々な機関が手を結び、

支えていきましょう。地域の人たちと集い、情報の交換や共

有する事によって、自分たちが望む「暮らしやすい地域」を

共に考えていきます。
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　　　　　　　　　　　医療機関の相談窓口など

　　　　　　　　　　　利用している方の表情など

看護小規模多機能型居宅介護の特徴 ご利用にあたっての　Ｑ＆Ａ

その１・・・「思い」や「願い」を大切にします Ｑ．利用手続きは？

※利用するには、要介護認定が必要です。

最寄りの小規模多機能型居宅介護支援事業所

市町村の担当窓口

その２・・・自宅に２４時間・３６５日の安心を
　 地域包括支援センター

居宅介護支援事業所のケアマネジャー

事業所の雰囲気

スタッフの対応

事業所となります。

地域密着型サービスのため、

ご利用はお住まいの市町村にある

その３・・・地域のみんなで考えます
実際に説明を聞いてみましょう！

ご質問やお問い合わせはお気軽に連絡ください。

担当：平岩　内野

　054-269-6001

誰もが年をとって介護が必要になっても、住み慣れた地域

の自宅で家族や親しい人たちと共に、最期までその人らし

い人生を送りたいと望んでいます。小規模看護多機能型居

宅介護は、そうした在宅での生活を送り続けたいという高齢

者や家族の願いに応えます。

看護小規模多機能型居宅介護は、利用者が可能な限自

立した日常生活を送ることができるよう、施設への「通所

介護（デイサービス）」を中心として、短期間の「ショートス

テイ」や利用者様の自宅への「訪問介護」を組合せており、

さらに訪問看護のサービスを受けることができます。

すべてのサービスが顔なじみのスタッフから受ける事が出

来る為、人見知りしがちな方でも安心して利用できます。

家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支

援を行います。

地域での暮らしは、地域の皆さんの支え合いなしには成り

立ちません。地域のいろんな人や様々な機関が手を結び、

支えていきましょう。地域の人たちと集い、情報の交換や共

有する事によって、自分たちが望む「暮らしやすい地域」を

共に考えていきます。

１.相談する

２.事業所に⾏ってみる

３.納得したら契約

ボランティアさんによる
フラダンス


